
別図第六号 被測定電力線搬送通信設備等の配置
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破産手続開始

次の破産事件について、以下のとおり破産手続

を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び

破産者に対して債務を負担する者は、破産者にそ

の財産を交付し、又は弁済をしてはならない。

平成１８年（フ）第６１０号
茨城県東茨城郡茨城町大字下石崎1102番地
債務者 有限会社海老澤商会
代表者取締役 海老澤たけ
１ 決定年月日時 平成18年９月15日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 石橋 真一
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月27日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年12月13日午前11

時50分
水戸地方裁判所

平成１８年（フ）第６８７号
埼玉県吉川市大字保432番地８
債務者 吉川ステンレス有限会社
代表者代表取締役 小林 重治
１ 決定年月日時 平成18年９月20日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 山越 悟
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月23日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年12月８日午前10

時45分
さいたま地方裁判所越谷支部破産係

平成１８年（フ）第１７６８５号
東京都新宿区西新宿６丁目12番７号
債務者 株式会社旧療術学院
代表者代表取締役 森 定男
１ 決定年月日時 平成18年９月20日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 野村 憲弘
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月20日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年12月26日午前10

時
東京地方裁判所民事第20部

平成１８年（フ）第５７９号
静岡県沼津市真砂町25番地の３
債務者 株式会社鈴木設計装備
代表者代表取締役 鈴木 克巳
１ 決定年月日時 平成18年９月20日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 梅田 欣一
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月23日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年12月６日午前10

時
静岡地方裁判所沼津支部民事部破産係

平成１８年（フ）第６０２号
静岡県駿東郡小山町須走259番地
債務者 有限会社オリヱンタル商会
代表者代表取締役 米山 三郎
１ 決定年月日時 平成18年９月20日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 白井 正人
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月20日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年11月22日午前10

時30分
静岡地方裁判所沼津支部民事部破産係

平成１８年（フ）第５２６号
静岡県浜松市高林３丁目13番10号
債務者 大教株式会社
代表者代表取締役 大坪 敬佳
１ 決定年月日時 平成18年９月20日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 田畑 知久
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月20日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年12月６日午後２
時

静岡地方裁判所浜松支部破産係
平成１８年（フ）第８２３４号
大阪市西区南堀江４丁目16番９号
債務者 株式会社魚海
代表者代表取締役 山海 明夫
１ 決定年月日時 平成18年９月20日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 宇仁 美咲
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月20日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年12月21日午後３
時

大阪地方裁判所第６民事部
平成１８年（フ）第８３８３号
大阪市淀川区十八条２丁目10番３号
債務者 有限会社デリカシヨツプナカヤ
代表者取締役 中村 清美
１ 決定年月日時 平成18年９月20日午後５時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 楠山 宏
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月20日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年12月25日午後３
時

大阪地方裁判所第６民事部
平成１８年（フ）第６５７号
静岡県藤枝市下藪田72番地の２
債務者 株式会社イシマック
代表者代表取締役 石間美知子
１ 決定年月日時 平成18年９月21日午後１時
２ 主文 債務者について破産手続を開始する。
３ 破産管財人 弁護士 福田 敬弘
４ 破産債権の届出期間 平成18年10月23日まで
５ 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴
取・計算報告の期日 平成18年12月25日午前10

時
静岡地方裁判所民事第２部

〇 総 務 省 告 示 第 五 百 二 十 一 号

無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 五 十 九 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に 基

づ き 、 周 波 数 の 範 囲 等 を 適 用 し な い 通 信 設 備 を 次 の よ う に 定 め る 。

な お 、 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 八 十 七 号 （ 無 線 設 備 規 則 第 五 十 九 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 六 十 条 た

だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 、 技 術 基 準 を 適 用 し な い 通 信 設 備 を 定 め る 件 ） は 廃 止 す る 。

平 成 十 八 年 十 月 四 日 総 務 大 臣 菅 義 偉

一 電 力 線 搬 送 通 信 設 備

漏 え い 電 界 強 度 の 低 減 技 術 の 検 証 そ の 他 の 実 験 を 行 う 電 力 線 搬 送 通 信 設 備 で あ っ て 、 使 用 す る 周
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二 誘 導 式 通 信 設 備

ト ン ネ ル 内 、 地 下 街 そ の 他 壁 で 囲 ま れ た 建 築 物 の 内 部 で あ っ て 、 他 に 混 信 を 与 え な い 場 所 に お い

て 、 公 衆 に よ っ て 直 接 受 信 さ れ る こ と を 目 的 と し て 、 放 送 を 受 信 し て こ れ を 再 送 信 す る 業 務 又 は そ

の 業 務 と 併 せ て 災 害 若 し く は 事 故 の 防 止 、 復 旧 若 し く は 救 援 若 し く は 円 滑 な 交 通 の 確 保 に 関 す る 事

項 を 内 容 と す る 音 声 そ の 他 の 音 響 を 送 信 す る 業 務 を 行 う た め に 設 置 す る 誘 導 式 通 信 設 備 で あ っ て 、
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